
鳥取市保育所等整備補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市保育所等整備補助金（以下｢本補助金｣という。）の交付につい

て、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、保育所等の整備に対して補助金を交付することにより、施設整備を促

進し、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 

（補助対象事業） 

第３条 本補助金の対象となる事業は、別表第３欄に定める事業とする。 

 

（補助対象者） 

第４条 本補助金の対象となる者は、別表第２欄に掲げる区分ごとに、別表第４欄に定める

者とする。ただし、政治的な目的で結成された法人は、対象としない。 

 

（補助金の算定等） 

第５条 本補助金の交付額は、別表第２欄の区分に応じて、同表第６欄に掲げる補助金算定

方法で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、市長が事業実施に必要と認める場合に

おいては、同欄に規定する交付額に市長が認める額を加算する。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。 

（１）本補助金の増額 

（２）本補助金の２割を超える減額 

 

（実績報告） 

第７条 規則第１２条に定める実績報告は、補助事業の完了日又は中止若しくは廃止の日

から３０日を経過する日と、補助事業の完了日が属する年度の翌年度の４月２０日のい

ずれか早い日までに行わなければならない。 

 

（財産の処分制限） 

第８条 規則第１６条ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４

０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産につい

ては、市長が別に定める期間）とする。 



２ 規則第１６条第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び器具 

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして市長が別に定

めるもの 

 

（収益納付） 

第９条 本補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、本補助金の交付に

係る事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったと

きは、当該収入があった日から５日以内に、市長にその旨を報告しなければならない。 

２ 前項の場合において、市長がその全部又は一部に相当する額を市に納付するよう指示

したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。 

 

（雑則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、健康こども部長

が別に定める。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は平成３０年２月１６日から施行する。 

 （鳥取市保育所施設整備補助金交付要綱及び鳥取市認定こども園施設整備費補助金交付

要綱の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

（１）鳥取市保育所施設整備補助金交付要綱（平成１８年１０月１日施行） 

（２）鳥取市認定こども園施設整備費補助金交付要綱（平成２２年６月２３日施行） 

（経過措置） 

３ この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に交付決定を行う補助金について適用し、

同日前に前項の規定により廃止された要綱（以下「旧要綱」という。）の規定により交付

決定された事業については、旧要綱の規定を適用する。 

 

 附 則 

１ この要綱は平成３０年３月１日から施行する。 



別表（第３条、第４条、第５条関係） 

１ 

事業区分 

２ 

区分 

３ 

対象事業 

４ 

補助対象者 

５ 

対象経費 

６ 

補助金の算定方法 

国庫補助

対象事業 

 

保育所等整

備交付金 

平成２９年度保育所

等整備交付金交付要

綱（平成２９年３月

３１日付厚生労働省

発雇児０３３１第６

号厚生労働事務次官

通知）又は平成２９

年度(平成２８年度か

らの繰越分)保育所等

整備交付要綱（平成

２９年３月３１日付

厚生労働省発雇児０

３３１第７号厚生労

働事務次官通知）（以

下「保育所等整備交

付金交付要綱」とい

う。）に掲げる事業 

保育所等整備交付金

交付要綱の第６条に

掲げる者 

「保育所等整備交付

金交付要綱」の別表に

掲げる経費 

① 新設・修理・改造等に係る整備 

ア 保育所等整備交付金交付要綱に定める算定基準により算出

した額の合計に２分の３を乗じた額を交付基準額とする。 

イ 保育所等整備交付金交付要綱別表に定める対象経費の実支

出額と総事業費から寄付金等の収入を控除した額を比較して

いずれか少ない方の額の合計を補助対象経費とする。 

ウ アとイの額を比較していずれか少ない方の額に４分の３を

乗じた額を交付額とする。ただし、１，０００円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

② 防犯対策の強化に係る整備 

ア 保育所等整備交付金交付要綱に定める算定基準により算出

した額の合計に２を乗じた額を交付基準額とする。 

イ 保育所等整備交付金交付要綱別表に定める対象経費の実支

出額と総事業費から寄付金等の収入を控除した額を比較して

いずれか少ない方の額の合計を補助対象経費とする。 

ウ アとイの額を比較していずれか少ない方の額に４分の３を

乗じた額を交付額とする。ただし、１,０００円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

認定こども

園施設整備

認定こども園施設整

備交付金交付要綱（平

学校法人及び社会福

祉法人 

「認定こども園施設

整備交付金交付要綱」

ア 認定こども園施設整備交付金実施要領(平成 27 年 5 月 21 日

初等中等教育局長裁定)に定める算定基準により算出した額の



交付金 成 27年 5月 21日 文

部科学大臣裁定）（以

下「認定こども園施設

整備交付金交付要綱」

という。）の別記に掲

げる事業 

の別記に掲げる経費 合計に２を乗じた額を交付基準額とする。 

イ 認定こども園施設整備交付金実施要領に定める対象経費の

実支出額と総事業費から寄付金等の収入を控除した額を比較

していずれか少ない方の額の合計を補助対象経費とする。 

ウ アとイの額を比較していずれか少ない方の額に４分の３を

乗じた額を交付額とする。ただし、１，０００円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てものとする。 

 

保育対策総

合支援事業

費補助金 

平成２９年度保育対

策総合支援事業費補

助金交付要綱（平成２

９年８月３日付厚生

労働省発子０８０３

第２号厚生労働事務

次官通知）（以下「保育

対策総合支援事業費

補助金交付要綱」とい

う。）に掲げる保育所

等改修費等支援事業 

 

「認可保育所等設置

支援事業の実施につ

いて」（平成２９年３

月３１日付雇児発０

３３１第３０号厚生

労働省雇用均等・児童

家庭局長通知）の別添

１「保育所等改修費等

支援事業実施要綱」に

掲げる者 

「保育対策総合支援

事業費補助金交付要

綱」の別表に掲げる経

費 

ア 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める基準によ

り算出した額の合計を交付基準額とする。 

イ 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表に定める対象

経費の実支出額と総事業費から寄付金等の収入を控除した額

を比較していずれか少ない方の額の合計を補助対象経費とす

る。 

ウ アとイの額を比較していずれか少ない方の額に４分の３を

乗じた額を交付額とする。ただし、１，０００円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

 国庫補助対象事業の

承認を受けた施設整

備事業に係る借入金

に対する元利償還金 

国庫補助対象事業の

承認を受けた児童福

祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第７条に

規定する児童福祉施

国庫補助対象事業の

承認を受けた施設整

備事業に係る借入金

に対する元利償還金 

国庫補助対象事業の承認を受けた施設整備事業に係る借入

金に対する元利償還金について、国庫補助額に４分の３を乗

じて得た額を限度とする借入元金額及び利息の額とする。 



設を設置し、運営する

社会福祉法人若しく

は学校法人又は法人

格を有する者 

 

県補助対

象事業 

安心こども

基金 

鳥取県安心こども基

金特別対策事業補助

金交付要綱（平成２１

年１１月１６日付第

２００９０００７９

４５９号鳥取県福祉

保健部長通知）（以下

「鳥取県安心こども

基金特別対策事業補

助金交付要綱」とい

う。）別表２の第１欄

に掲げる事業 

 

「鳥取県安心こども

基金特別対策事業補

助金交付要綱」別表２

の第１欄に掲げる１、

２及び４から６まで

の事業を行う同表の

第２欄に掲げる者 

「鳥取県安心こども

基金特別対策事業補

助金交付要綱」別表２

の第３欄に掲げる経

費 

ア 鳥取県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱の別表

２の第４欄と別表３で定める基準額により算出された補助対

象経費を別表２の第７欄の補助率で除して得た額を交付基準

額とする。 

イ 鳥取県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱の別表

２第３欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金

その他の収入を控除した額を比較していずれか少ない方の額

の合計を補助対象経費とする。 

ウ アとイの額を比較していずれか少ない方の額に４分の３を

乗じた額を交付額とする。ただし、１，０００円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てものとする。 

 

 


